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   〇日 時 平成29年３月17日（金） 

15時から17時まで 

 

   〇場 所 教育長室 

  

 

   〇出席者 

 

     教育長         中 野 健 作 

教育長職務代理者    風 呂 井 敬 

     教育委員        蓑 田 繼 男 

     教育委員        黒羽子ひとみ  

     教育委員        早 川 雅 子 

 

 

   〇関係者 

 

     教育次長        川 畑 晴 彦 

     教育総務課長      深 水 俊 彦 

     学校教育課長      中 山 春 年 

     生涯学習課長      榊   眞 一 

     教育総務課課長補佐   有 村 道 尚 

教育総務課管理係長   浅 井 和 成 
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〇議事日程 

    

１ 開会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議事 

(1) 議案第23号 鹿屋市立小中学校財務事務取扱規程の一部改正について 

(2) 議案第24号 鹿屋市立学校通学費補助に関する要綱の一部改正について 

(3) 議案第25号 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付契約に係る 

      保護者負担に関する規則の一部改正について 

(4) 議案第26号 平成28年度教育委員会点検評価について 

(5) 議案第27号 鹿屋市いじめ対策第三者委員会委員の委嘱について 

(6) 議案第28号 鹿屋市子ども読書活動推進計画の策定について 

 

５ 報告 

(1) 鹿屋市奨学金条例施行規則の一部改正について 

(2) 平成29年度鹿屋市一般会計当初予算について 

(3) 鹿屋市議会３月定例会の一般質問について 

(4) 鹿屋看護専門学校専任教員の採用について 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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〇議決事項 

議案番号 件  名 審議の状況 採決次第 

議案第23号 

 

 

議案第24号 

 

 

議案第25号 

 

 

 

議案第26号 

 

 

議案第27号 

 

 

議案第28号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿屋市立小中学校財務事務取扱規程の一

部改正について 

 

鹿屋市立学校通学費補助に関する要綱の

一部改正について 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター

災害給付契約に係る保護者負担に関する

規則の一部改正について 

 

平成28年度教育委員会委員の委嘱につい

て 

 

鹿屋市いじめ対策第三者委員会委員の委

嘱について 

 

鹿屋市子ども読書活動推進計画の策定に

ついて 

特記事項なし 

 

 

特記事項なし 

 

 

特記事項なし 

 

 

 

特記事項なし 

 

 

特記事項なし 

 

 

特記事項なし 

原案可決 

 

 

原案可決 

 

 

原案可決 

 

 

 

原案可決 

 

 

原案可決 

 

 

原案可決 

 



4 

 

〇議事要旨  

１ 開  会 

教育長  本年度、最後の定例教育委員会である。年度末になると、来年度等

の規則改正が多くある。中学校は、高校入試の発表、卒業式と大きな

イベントも終わり、今は不合格になった生徒の対応等をしている状況

である。 

 来年度の新規事業では、フッ化物洗口やICTで電子黒板の導入があ

り、予算額約２億５千万円となっており、３年かけて全ての学校に導

入予定である。来年度の基盤整備等の議事があるが、よろしくお願い

したい。 

２ 前回の議事録の承認 

 

教育長 

 

 

異議なく承認 

３ 教育長及び委員の報告 

 

蓑田委員 

 

 

 

風呂井委員 

 

今月の14日に第一鹿屋中学校の卒業式に出席した。以前、学校訪問

に行った際、授業や掃除に対する姿勢が素晴らしいと感じたが、今回

の卒業式も非常に良い卒業式であった。 

 

田崎中の卒業式に出席したが89名の卒業生で、以前行った時には警

察を呼ぶという話もあったくらいの学校であったが、今回はとても整

然としており、とても立派な卒業式であった。 

４ 議事 

 

 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 議案第23号 鹿屋市立小中学校財務事務取扱規程の一部改正に

ついて 

  

 資料に基づき説明 

 

 質疑、意見等がないので議案第23号について採決する。原案可決と

することに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第23号は、原案可決とする。 

 

(2) 議案第24号 鹿屋市立学校通学費補助に関する要綱の一部改正
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学校教育課長補佐 

 

黒羽子委員 

 

 

学校教育課長補佐 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長補佐 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

早川委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

について 

  

 資料に基づき説明 

 

申請に関してだが、自己申請になるのか、もしくは対象の児童生徒

になんらかの形で通知がいくのか。 

 

教育委員会から学校を通じて対象者への周知を図っている。 

 

 ほかに質疑、意見等がないので議案第24号について採決する。原案

可決とすることに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第24号は、原案可決とする。 

 

(3) 議案第25号 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付

契約に係る保護者負担に関する規則の一部改正について 

  

 資料に基づき説明 

 

 質疑、意見等がないので議案第25号について採決する。原案可決と

することに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第25号は、原案可決とする。 

 

(4) 議案第26号 平成28年度教育委員会点検評価について 

  

 資料に基づき説明 

 

 外部委員とは、どのような方がなっているのか。また、全ての評価

項目をこの５人の委員が評価するのか。 

 

 ５人の委員は、元学校の先生やPTA関係、福祉・子育て関係の方で構

成されている。 

外部評価については、まず、この主な10の事業項目を教育委員会で
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長補佐 

 

風呂井委員 

 

学校教育課長補佐 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

風呂井委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

内部評価し、その後、５人の委員それぞれの立場から必要な意見をい

ただく。その他の事業に関しては、必要に応じて委員より意見をいた

だくこともある。 

 

 ほかに質疑、意見等がないので議案第26号について採決する。原案

可決とすることに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第26号は、原案可決とする。 

 

(5) 議案第27号 鹿屋市いじめ対策第三者委員会委員の委嘱につい

て 

  

 資料に基づき説明 

 

 実際に第三者委員会が開催されたことはあるのか。 

 

 いじめに関して開催されたことはない。 

 

 ほかに質疑、意見等がないので議案第27号について採決する。原案

可決とすることに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第27号は、原案可決とする。 

 

(6) 議案第28号 鹿屋市子ども読書活動推進計画の策定について 

  

 資料に基づき説明 

 

 大隅広域図書館ネットワークを導入してから数年経過しているが、

現在の活用状況はどうか。 

 

 平成24年度からの導入だが、現在では、インターネット予約が約

3,000件あり、窓口での貸出件数よりも多い状況である。利用者に関し

ては、本市住在の方よりも肝属郡住在の方の利用が目立つ。 
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早川委員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

早川委員 

 

生涯学習課長 

 

 

教育長 

 フェイスブックを利用する中で、図書館で夜に怖い話を開催する等

面白いイベントを目にするのだが、さらなる利用者増加のためにも、

もっと親子で参加できる面白いイベントを発信してはどうか。 

 

 現在、指定管理者が図書館運営をしているが、今後、連携しながら

面白いイベント等を企画していきたい。 

 

 トイレが和式だが、洋式にはならないのか。 

 

 施設整備については、他施設も含めて整備計画があるため、順に行

っていく予定である。 

 

ほかに質疑、意見等がないので議案第28号について採決する。原案

可決とすることに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第28号は、原案可決とする。 

 

５ 報告 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

風呂井委員 

 

次長 

 

 

 

 

 

(1) 鹿屋市奨学資金条例施行規則の一部改正について 

  

資料に基づき説明 

 

(2) 平成29年度鹿屋市一般会計当初予算について 

 

資料に基づき説明 

 

政策予算は、要求通りであったか。 

 

政策予算に関しては、概ね要求通り認めていただいた。建設予算に

関しては、毎年計画により変動があるが、本年度は新規事業というこ

とでICTに関しての多くの予算が付いた。 

 

(3) 鹿屋市議会３月定例会の一般質問について 
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次長 

 

 

 

 

教育総務課長 

資料に基づき説明 

 

(4) 鹿屋看護専門学校専任教員の採用について 

 

資料に基づき説明 

 

６ 動議の討論 

 

教育長 

  

発言がないので、動議はないものとする。 

 

７ その他 

 

教育長 

 

次回の定例教育委員会は、平成29年４月７日（金）15時からリナシ

ティかのやで行う。 

 

８ 閉会 

 

教育長 

 

以上をもって３月定例教育委員会を閉会する。 

以上 

 


